
 

上尾市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者の指定等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和６年３月２９日    

                  上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第３５号  

上尾市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者の指定等に関する規則等の一部を改正する規則  

 （上尾市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者の指定等に関する規則の一部改正）  

第１条  上尾市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防

サービス事業者の指定等に関する規則（平成１８年上尾市規則第３０号）

の一部を次のように改正する。  

第２条第１項及び第２項を削り、同条第３項中「前２項に規定する申

請」を「法第７８条の２第１項及び第１１５条の１２第１項の規定による

指定の申請並びに法第７８条の１２及び第１１５条の２１において読み替

えて準用する法第７０条の２第４項において準用する法第７０条第１項の

規定による指定の更新の申請」に、「第３号様式」を「第１号様式」に、

「第４号様式」を「第２号様式」に改め、同項を同条とする。  

第４条を削る。  

第５条中「上尾市地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業指定

辞退届出書（第８号様式）により、」を削り、同条を第４条とし、第６条

を第５条とし、第７条を第６条とし、第８条を第７条とする。  

別表を削る。  

第１号様式及び第２号様式を削り、第３号様式を第１号様式とし、第４

号様式を第２号様式とする。  

第５号様式から第８号様式までを削る。  

 （上尾市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の一部改正）  

第２条  上尾市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則（平成１８年

上尾市規則第３１号）の一部を次のように改正する。  

第２条の見出し中「申請」を「手続」に改め、同条第１項を削り、同条

第２項中「前項に規定する申請」を「法第１１５条の２２第１項の規定に



よる申請」に、「第２号様式」を「第１号様式」に、「第３号様式」を

「第２号様式」に改め、同項を同条とする。  

第４条を削る。  

第５条の見出し中「申請等」を「手続等」に改め、同条第１項を削り、

同条第２項中「前項に規定する申請」を「法第１１５条の３１において読

み替えて準用する法第７０条の２第４項において準用する法第７０条第１

項の規定による指定の更新の申請」に、「第８号様式」を「第３号様式」

に、「第９号様式」を「第４号様式」に改め、同項を同条第１項とし、同

条第３項を同条第２項とし、同条を第４条とし、第６条を第５条とし、第

７条を第６条とする。  

第８条を削り、第９条を第７条とする。  

第１号様式を削り、第２号様式を第１号様式とし、第３号様式を第２号

様式とする。  

第４号様式から第７号様式までを削る。  

第８号様式中「（第５条関係）」を「（第４条関係）」に改め、同様式

を第３号様式とする。  

第９号様式中「（第５条関係）」を「（第４条関係）」に改め、同様式

を第４号様式とする。  

第１０号様式及び第１１号様式を削る。  

（上尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則の一部改正）  

第３条  上尾市介護予防・日常生活支援総合事業実施規則（平成２９年上尾

市規則第４１号）の一部を次のように改正する。  

 第１２条の見出し中「申請等」を「手続等」に改め、同条第１項から第

４項までを削り、同条第５項中「第２項又は第４項に規定する申請書の提

出」を「法第１１５の４５の５第１項の規定による指定の申請又は法第１

１５条の４５の６第１項の規定による指定の更新の申請」に、「第３号様

式」を「第１号様式」に、「同項の」を「当該」に改め、同項を同条とす

る。  

第１５条の見出し中「届出等」を「手続等」に改め、同条第１項中「第

１２条第１項から第４項までの規定により市長に提出した申請書又は書類

の」を「法第１１５の４５の５第１項の規定による指定の申請又は法第１

１５条の４５の６第１項の規定による指定の更新の申請に係る」に改め、



「、上尾市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書（第４

号様式）により」を削り、同条第２項中「、上尾市介護予防・日常生活支

援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書（第５号様式）により」を

削る。  

第１６条中「第６号様式」を「第２号様式」に改める。  

第２１条第１項中「第７号様式」を「第３号様式」に改める。  

別表第１アの項中「訪問型サービス費Ⅰ」を「訪問型サービス費１１」

に改め、同表イの項中「訪問型サービス費Ⅱ」を「訪問型サービス費１

２」に改め、同表ウの項中「訪問型サービス費Ⅲ」を「訪問型サービス費

１３」に改め、同表エの項からキの項までを次のように改める。  

エ  訪問型サービス費２１（要支援状

態区分が要支援１又は要支援２で

ある者及び事業対象者を対象とし

、標準的な内容の指定相当訪問型

サービスである場合）  

１回につき２８７単位。た

だし、１月につき３，６４

５単位を限度とする。  

オ  訪問型サービス費２２（要支援状

態区分が要支援１又は要支援２で

ある者及び事業対象者を対象とし

、生活援助が中心である場合で、

所要時間が２０分以上４５分未満

のとき。）  

１回につき１７９単位。た

だし、１月につき３，６４

５単位を限度とする。  

カ  訪問型サービス費２３（要支援状

態区分が要支援２である者及び事

業対象者を対象とし、生活援助が

中心である場合で、所要時間が４

５分以上のとき。）  

１回につき２２０単位。た

だし、１月につき３，６４

５単位を限度とする。  

キ  訪問型サービス費（短時間サービ

ス）（要支援状態区分が要支援１

又は要支援２である者及び事業対

象者を対象とし、主に身体介護を

行う場合）  

１回につき１６３単位。た

だし、１月につき３，６４

５単位を限度とする。  

別表第１に次のように加える。  

チ  口腔連携強化加算  １回につき５０単位。ただ

し、１月につき１回を限度

とする。  

ツ  訪問型サービス費１１日割（要支

援状態区分が要支援１又は要支援

２である者及び事業対象者を対象

とし、週１回程度サービスを実施

した場合）  

１日につき３９単位  

テ  訪問型サービス費１２日割（要支

援状態区分が要支援１又は要支援

１日につき７７単位  



２である者及び事業対象者を対象

とし、週２回程度サービスを実施

した場合）  

ト  訪問型サービス費１３日割（要支

援状態区分が要支援２である者及

び事業対象者を対象とし、週２回

を超える程度サービスを実施した

場合）  

１日につき１２３単位  

別表第１備考第３項中「キまで」の次に「及びツからトまで」を、「こ

の項」の次に「から第５項までにおいて」を加え、同表備考中第１１項を

１３項とし、第７項から第１０項までを２項ずつ繰り下げ、同表備考第６

項中「キまで」の次に「及びツからトまで」を加え、同項を同表備考第８

項とし、同表備考第５項中「キまで」の次に「及びツからトまで」を加え、

同項を同表備考第７項とし、同表備考第４項中「キまで」の次に「及びツ

からトまで」を加え、同項を同表備考第６項とし、同表備考第３項の次に

次の２項を加える。  

４  費用区分アからキまで及びツからトまでについて、同一敷地内建物

等に居住する者又は訪問介護員等によるサービスを実施する事業所に

おける１月当たりの利用者が同一の建物に５０人以上居住する建物

（同一敷地内建物等を除く。）に居住する者に対して、訪問介護員等

によるサービスを実施した場合は、所定単位数の１００分の８５に相

当する単位数を算定する。  

５  費用区分アからキまで及びツからトまでについて、同一敷地内建物

等に居住する者又は訪問介護員等によるサービスを実施する事業所に

おける１月当たりの利用者が同一の建物等に居住する利用者の割合が

１００分の９０以上の場合（同一敷地内建物等を除く。）訪問介護員

等によるサービスを実施した場合は、所定単位数の１００分の８８に

相当する単位数を算定する。  

別表第１備考に次の１項を加える。  

１４  費用区分アからキ及びツからトまでについて、虐待の発生又はそ

の再発を防止するための措置等が講じられていない場合は、所定単位

数の１００分の１に相当する単位数を減算する。  

別表第２アの項中「１８７単位」を「１８３単位」に改める。  

別表第４アの項中「通所型サービス費」を「通所型サービス費１１」に、



「１，６７２単位」を「１，７９８単位」に改め、同表イの項中「通所

型サービス費」を「通所型サービス費１２」に、「３，４２８単位」を

「３，６２１単位」に改め、同表ウの項中「通所型サービス費」を「通

所型サービス費２１」に、「３８４単位」を「４３６単位」に改め、同

表エの項中「通所型サービス費」を「通所型サービス費２２」に、「３

９５単位」を「４４７単位」に改め、同表ネの項中「（運動器機能向上

加算を算定している場合は、１月につき＋１００単位）」を削り、同表

に次のように加える。  

メ  通所型サービス費１１日割（要支援

状態区分が要支援１である者及び事

業対象者を対象とし、週１回程度サ

ービスを実施した場合）  

１日につき５９単位  

モ  通所型サービス費１２日割（要支援

状態区分が要支援２である者及び事

業対象者を対象とし、週２回程度サ

ービスを実施した場合）  

１日につき１１９単位  

ヤ  通所型独自一体的サービス提供加算  １月につき４８０単位  

別表第４備考第１項中「エまで」の次に「、メ及びモ」を加え、同表備

考第２項中「エまで」の次に「、メ及びモ」を加え、「７０／１００」

を「１００分の７０」に改め、同表備考第３項中「エまで」の次に「、

メ及びモ」を加え、同表備考第４項中「エまで」の次に「、メ及びモ」

を加え、同表備考第５項中「エまで」の次に「、メ及びモ」を加え、同

表備考第７項中「ヒまで」の次に「及びメからヤまで」を加え、同表備

考第８項中「ハまで」の次に「及びメからヤまで」を加え、同表備考第

１１項中「別表第１備考第１０項」を「別表第１備考第１２項」に改め、

同表備考に次の２項を加える。  

１２  費用区分アからエまで、メ及びモまでについて、虐待の発生又は

その再発を防止するための措置等が講じられていない場合は、所定

単位数の１００分の１に相当する単位数を減算する。  

１３  費用区分アからエまで、メ及びモまでについて、感染症若しくは

災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、所定単位

数の１００分の１に相当する単位数を減算する。  

別表第５通所型サービスＡに要する費用の項中「３２７単位」を「３７

４単位」に改める。  

別表第７アの項中「４３８単位」を「４４２単位」に改め、同表イの項



中「３３８単位」を「３４２単位」に改め、同表ウの項中「４３８単

位」を「４４２単位」に改め、同表備考に次の１項を加える。  

４  費用区分アからウまでについて、虐待の発生又はその再発を防止す

るための措置等が講じられていない場合は、所定単位数の１００分

の１に相当する単位数を減算する。  

第１号様式及び第２号様式を削り、第３号様式を第１号様式とする。  

第４号様式及び第５号様式を削り、第６号様式を第２号様式とし、第７

号様式を第３号様式とする。  

 （上尾市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の一部改正）  

第４条  上尾市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則（平成３０年

上尾市規則第１５号）の一部を次のように改正する。  

第２条の見出し中「申請」を「手続」に改め、同条第１項を削り、同条

第２項中「前項に規定する申請」を「法第７９条第１項の規定による申

請」に、「第２号様式」を「第１号様式」に、「第３号様式」を「第２号

様式」に改め、同項を同条とする。  

第４条を削る。  

第５条の見出し中「申請等」を「手続等」に改め、同条第１項を削り、

同条第２項中「前項に規定する申請」を「法第７９条の２第４項において

準用する法第７９条第１項の規定による指定の更新の申請」に、「第８号

様式」を「第３号様式」に、「第９号様式」を「第４号様式」に改め、同

項を同条第１項とし、同条第３項を同条第２項とし、同条を第４条とし、

第６条を第５条とし、第７条を第６条とし、第８条を第７条とする。  

第１号様式を削り、第２号様式を第１号様式とし、第３号様式を第２号

様式とする。  

第４号様式から第７号様式までを削り、第８号様式を第３号様式とし、

第９号様式を第４号様式とする。  

附  則  

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

 


